
平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日
提
出

質

問

第

一

二

五

号

山
本
農
林
水
産
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
署
名
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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山
本
農
林
水
産
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
署
名
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
般
提
出
し
た
「
山
本
農
林
水
産
大
臣
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
反
対
署
名
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
九
六
号
）
に
対
す
る
答
弁

書
（
内
閣
衆
質
一
九
二
第
九
六
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
疑
義
が
あ
る
た
め
、
改
め
て
以
下
の
と
お
り
質

問
す
る
。

一

答
弁
書
で
は
、
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
山
本
有
二
衆
議
院
議
員
の
農
林
水
産
大
臣
就
任
以
前
の
政
治
家
個
人
と
し
て
の

活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
山
本
農
林
水
産
大
臣
は
、
安

倍
内
閣
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
職
責
を
全
う
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
安
倍
総
理
は
、
大
臣

の
資
質
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
総
理
大
臣
が
国
務
大
臣
を
任
命
す
る
際
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
者
の
資
質
を
判
断
す
る
上
で
、
大
臣
就
任
以
前
の
活

動
が
そ
の
判
断
材
料
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
答
弁
書
で
は
、
「
大
臣
就
任
以
前
の
政
治
家
個
人
と
し
て
の
活
動
に
関

す
る
も
の
」
は
「
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
国
憲
法
第
六
十
六

条
第
一
項
で
、
「
内
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
で

こ
れ
を
組
織
す
る
」
と
さ
れ
、
日
本
国
憲
法
第
六
十
六
条
第
三
項
で
、
そ
の
「
内
閣
」
は
「
行
政
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
国

一



会
に
対
し
連
帯
し
て
責
任
を
負
ふ
」
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
政
治
家
を
大
臣
に
任
命
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
内
閣

総
理
大
臣
や
内
閣
の
極
め
て
重
要
な
意
思
決
定
で
あ
り
、
国
会
議
員
さ
ら
に
は
国
民
に
対
し
て
「
連
帯
し
て
責
任
を
負
」

い
、
十
分
に
説
明
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
答
弁
書
で
い
う
、
「
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
」
と
判
断
す
る

理
由
は
何
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

右
の
問
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、
安
倍
政
権
で
は
、
そ
の
政
治
家
の
大
臣
と
し
て
執
務
す
る
た
め
の
資
質
を
判
断
す
る
上

で
、
大
臣
就
任
以
前
の
政
治
家
個
人
と
し
て
の
活
動
は
問
わ
な
い
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

安
倍
総
理
は
、
国
務
大
臣
就
任
以
前
の
政
治
家
個
人
の
活
動
は
、
大
臣
と
し
て
の
資
質
や
適
格
性
の
判
断
の
材
料
に
は
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


